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医療機関の広告

医療保険制度抜本改革は１）薬価制度、２）診
療報酬体系、３）高齢者医療制度、４）医療提供
体制、を４本柱として審議検討を進めているが、
医療審議会が７月１日に提出した報告書「医療提
供体制の改革について（中間報告）」は、�「入
院医療を提供する体制の整備」、�「医療におけ
る情報提供の推進」、�「医療の質の向上」で構
成され、それぞれの基本的考え方と当面の取組み
を示しており、この見直しは地域医療計画の策定
を内容とする昭和６０年の第１次医療法改正から４
回目の改正となることから、第４次医療法改正と
も呼ばれる。
ここでは、「医療における情報提供の推進」の中

から「医療機関の広告規制の在り方」の具体的な
内容をみる。
１．基本的考え方

患者が自らの判断により適切な医療機関を選択
するために必要な情報は可能な限り患者・国民に
提供していくことが望ましいことから、検証が可
能な情報については広告の可否を個々の医療機関
の自主的な判断にゆだねることで患者の要望に応
えていくという考え方を採っていくべきである。
２．当面の取組み

今後は、医療機関や医療従事者についての事実
や客観的な情報、中立的な医療機能評価機関が行
う医療機能評価の結果などの検証が可能な事項に
ついては、幅広く広告することができるとするべ
きである。また、診療内容に関する事項など検証
が困難なものについては、その広告の可否につい
て慎重な検討を加えた上で、個別に広告しうる事
項としていくことが望ましい。虚偽広告等患者を
不当に誘導するおそれのある広告への対応等につ
いては、今後検討していく必要がある、と述べら
れている。特に、虚偽・比較・誇大広告は従来ど

おり禁止されているが、「医療機関や医療従事者に
ついての事実や客観的な情報、中立的な医療機能
評価機関が行う医療機能評価の結果などの検証が
可能な事項については、幅広く広告することがで
きるとするべきである。」と提言されている点は
注目されるところである。医療法第６９条では「次
に挙げる事項を除くほか、これを広告してはなら
ない」とし、広告は原則的には禁止されている。
ここで「次に挙げる事項」とは医師・歯科医師の
氏名、政令で定められた診療科名、医療機関の所
在地、電話番号等である。さらにこれまでも医療
法の第２次改正（平成４年）では往診や訪問看護
の実施の有無、院内掲示の義務付け、第３次改正
（平成９年１２月）では療養型病床群の有無、照会
先の病院・診療所の名称を広告事項に追加されて
いる。諸外国の医療に関する広告は「基本的、原
則的に禁止」であるが、広告内容と範囲を決めて
規制緩和されている（表１）。今回の「中間報
告」では「原則禁止」が解除された点の意義は大
きいが、最初に議論された「たたき台」では診療
所に関する広告規制を緩和し、「原則自由」とされ
ていたものが、「中間報告」では変更された。
今回の審議の課程で厚生省事務局では広告規制

を緩和した時に考えられる事項を例示している
（表２）。この中には日常の診療に直接関係のない
「学歴」、「臨床研修を終えた施設」、「学位の有無」
等があったり、また、学会間によっては必ずしも
標準化されていない「専門医・認定医」等があ
り、適正な情報としては問題があるが、今後に検
討されるべき事項と思われる。
いずれにしても、これらの広告規制緩和による

具体的な事項は政省令によって動きだすものであ
ろうが、虚偽・比較・誇大広告とならない、国民
にとって正しい適切な情報提供であってもらいた
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規
制
の
概
要

◯州により異なるが、一
般には、次のとおり。

・広告が許可されるもの
医療機関名、電話番
号、所在地、診療科
名、医師名、医療設備
など

・広告が認められないも
の
治療費、治療成績、医
師の出身校

・ペンシルバニア州で
は、規制がほとんどな
い。

◯第三者による客観的な
評価が公開されてい
る。

◯米国医師会が「医療論
理規定」で広告に関す
る規制を設けている。

◯「職業倫理法典医師
編」により規制されて
おり、広告行為は基本
的に禁止。

・例外的に許可されるも
のは次の４通りのみ。

�医師の書く処方箋に記
載できる事項（氏名、
住所、医師資格名、診
療日時、共同医師名、
診療報酬形態、登録番
号等）

�公社発行の電話帳に記
帳できる事項（�より
対象が狭い）

�医院の前に揚げる看板
に記載できる事項（�
とほぼ同じ）

�開業時、移転時の２回
のみ、医師会の許可を
得てからメディアに広
告できる。

◯「ドイツ医師のための
職業規則」により規制
されており、宣伝行為
は基本的に禁止。
・ただし、開業時および
移転時並びに一定期間
以上の休業時に限り次
の事項の公示が認めら
れている。
・名前、医師である表
示、住所、電話番号、
診療時間
◯看板の設置について
設置数、設置時期等に
規制がある。
◯求人広告について、宣
伝とみなされる表現は
認められない。
◯院内表示について、診
療内容を強調するもの
は禁止。

◯基本的には医師の倫理
綱領に基づいていれば
問題はない。
◯広告について、総医療
審議会の指針および
「良い診療のガイダン
ス」による規制あり。
・国民の誤解を招いた
り、国民を危険にさら
してはいけない。
・国民は、医師サービス
への情報にアクセスす
る権利を有する。
・一般医は広告可能（戸
別訪問・電話勧誘は禁
止）だが専門医は住民
への広告禁止
・比較広告は禁止
◯病院は地域の家庭医に
対する広告が認められ
る。
◯看板は環境上の理由で
禁止

出典：「諸外国の医療制度に関する研究」（平成９年３月健康政策研究事業／主任研究者・川渕孝一 国立医療・病院管理研
究所主任研究官）

●
医
師
の
年
齢
、
性
別
、
肖
像
（
写
真
を
含

む
）、
学
歴
、
経
歴
（
診
療
分
野
を
含
む
）、

臨
床
研
修
を
終
え
た
施
設
（
診
療
分
野
を
含

む
）

●
学
位
の
有
無

●
医
療
機
器
の
有
無
（
現
在
は
医
療
内
容
に

関
わ
る
も
の
と
し
て
禁
止
）（
例
）
エ
コ
ー
、

Ｘ
線
検
査
機
器
、
心
電
図
、
Ｃ
Ｔ
、
腎
臓
結

石
破
砕
用
機
器
設
置

●
一
定
疾
病
の
取
扱
い
件
数
（
手
術
件
数
を

含
む
）

●
手
術
成
績
・
治
療
成
績

（
例
）
手
術
後

五
年
間
生
存
率
（
％
、
完
全
治
癒
何
人
中
何

人
）

●
対
応
可
能
な
言
語

（
例
）
中
国
語
使
用

可
能

●
治
験
の
実
施

●
専
門
医
・
認
定
医
（
認
定
機
関
を
表
示
す

る
べ
き
か
ど
う
か
）

●
標
榜
診
療
料
（
現
在
広
告
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
取
扱
い
を
ど
う

す
べ
き
か
）

●
医
療
内
容
に
関
わ
る
事
項
（
得
意
と
す
る

診
療
分
野
、
治
療
方
針
、
治
療
方
法
を
含

む
）

（
例
）
糖
尿
病
の
食
事
療
法
、
在
宅
療
法

（
腹
膜
透
析
、
末
期
患
者
往
診
、
在
宅
リ
ハ

ビ
リ
等
）、
透
析
療
法
、
日
帰
り
手
術
、
禁

煙
外
来
、
ア
ト
ピ
ー
外
来
、
漢
方
薬
処
方

いと願うものである。
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表１ 諸外国における広告規制（参考資料４より）

表２ 広告規制を緩和した場合に考えられる事項（例）（参考資料４より）
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